
資料３

1 被保険者数推計 単位：人

年度 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08
総数（Ｒ02以降は一般分のみ） 15,254 14,724 14,233 13,745 13,119 12,579 12,047 11,658 11,313
前年度比増減 -530 -491 -488 -626 -540 -532 -389 -345

２　医療費推計
保健事業効果前

年度 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08
医療費　　　　　　　　　千円 - 4,737,545 4,773,311 4,774,022 4,674,334 4,586,042 4,482,397 4,464,936 4,458,333
一人当たり医療費　　　円 - 321,757 335,369 347,328 356,303 364,579 372,076 382,993 394,089
前年度比増減率　 - - 1.042 1.036 1.026 1.023 1.021 1.029 1.029
R01比増減率　　 - - 1.042 1.079 1.107 1.133 1.156 1.190 1.225

保健事業効果後
医療費　　　　　　　　千円 - 4,737,545 4,731,834 4,731,188 4,629,844 4,539,476 4,433,250 4,412,495 4,401,725
一人当たり医療費　　円 - 321,757 332,455 344,212 352,911 360,877 367,996 378,495 389,086
前年度比増減率　 - - 1.033 1.035 1.025 1.023 1.020 1.029 1.028
R01比増減率　　 - - 1.033 1.070 1.097 1.122 1.144 1.176 1.209

３　納付金推計（一般分） 単位：円

年度 H30 R01 R02 R03 R04 R05 R06 R07 R08
合計 2,018,641,310 2,018,774,263 1,945,384,270 1,945,206,112 1,917,256,862 1,892,334,637 1,863,039,000 1,857,315,062 1,854,344,848
前年度比増減額 - 132,953 -73,389,993 -178,158 -27,949,251 -24,922,224 -29,295,638 -5,723,937 -2,970,215
　医療給付費分 1,363,340,248 1,364,545,007 1,304,973,309 1,304,795,151 1,276,845,901 1,251,923,676 1,222,628,039 1,216,904,101 1,213,933,887
   （一人当たり医療給付費分） 89,376 92,675 91,686 94,929 97,328 99,525 101,488 104,384 107,304
　後期高齢者支援金等分 474,257,252 485,152,594 472,882,871 472,882,871 472,882,871 472,882,871 472,882,871 472,882,871 472,882,871
　介護納付金分 181,043,810 169,076,662 167,528,090 167,528,090 167,528,090 167,528,090 167,528,090 167,528,090 167,528,090
　

４　保険税必要額
　※　歳出、歳入ともに必要科目のみ抜粋

歳出 単位：千円

年度 H30決算 R01決算 R02予算 R03 R04 R05 R06 R07 R08
納付金（一般分） 2,018,642 2,018,775 1,945,386 1,945,207 1,917,257 1,892,335 1,863,039 1,857,316 1,854,345
出産・葬祭費 31,925 32,928 39,468 38,397 37,359 36,351 35,373 34,425 33,506
保健事業 84,138 83,802 110,313 110,313 110,313 110,313 110,313 110,313 110,313
合計 2,134,705 2,135,505 2,095,167 2,093,917 2,064,929 2,038,999 2,008,725 2,002,054 1,998,164

歳入

年度 H30決算 R01決算 R02予算 R03 R04 R05 R06 R07 R08
保険税過年分 137,347 124,561 110,833 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000
市町村向け交付金 146,564 119,832 61,394 50,800 50,800 50,800 50,800 50,800 50,800
法定繰入金 261,912 256,401 233,900 227,600 221,489 215,561 209,811 204,234 198,824
合計 545,823 500,794 406,127 378,400 372,289 366,361 360,611 355,034 349,624
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1,715,517 1,692,640 1,672,638 1,648,114 1,647,020 1,648,540

５　税率改正の必要性について

次のことから、税率改正を行う必要があると考えます。

６　税率改正について

⑶　第3期計画の税率改正に備え、一定額の基金残高を確保します。

保険税必要額

⑴　平成３０年度の制度改正に伴い、県単位で国保運営を行うことになり、県は「埼玉県国民健康保険運営方針」を策定し、本方針に基づ
き、共通認識の下、国民健康保険の安定的な運営を図っていくこととしております。この方針において、令和９年度までに赤字である法定
外繰入金を解消することを原則としており、当市では、毎年度２億５千万円の繰入れを行って国保運営している状況であるため、今後、法
定外繰入金の解消・削減を行っていく必要があります。

⑵　国保特別会計の形式収支は黒字であるが、形式収支から繰越金、基金繰入金、一般会計からの法定外繰入金を差し引き、基金積立
金を加えた、実質的な収支は、赤字となっており、厳しい財政運営を行っています。

⑶　財政調整基金がある程度確保できている状況から、第2期計画において税率改正を行わず、不足分をすべて基金からの繰入金で賄
う運営を行った場合、第３期計画期間においては、基金が少額になることが想定され、安定的な運営を行っていくためには、大幅な保険
税率の引き上げが必要となってきます。

⑷　コロナウイルス感染症の影響による収入減等を踏まえ、令和３年度以降の一人当たり保険税収入額は、大きく減少することが想定さ
れます。

⑴　被保険者の急激な負担増とならないよう、一人当たり保険税額を現行のままで見込める保険税額の約５％増にとどめ、不足分は、法
定外繰入金及び基金繰入金で賄います。

⑵　国及び県の方針に基づき、法定外繰入金（赤字）を解消・削減する必要があるが、一度に削減することは被保険者への大幅な負担増
につながるため、毎年度1億５千万円を繰り入れることとします。
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７　現行保険税額との比較

一人当たり保険税　　（円）

増加率

基金繰入金　　（千円）

法定外繰入金　　（千円）

８　財政推計 単位：円

年度 H30決算 R01決算 R02予算 R03 R04 R05 R06（参考） R07（参考） R08（参考）

現行のままで見込める一人当たり保険税額 - - -

一人当たり保険税額（改正案） - - -

増加率 - - -

単位千円

支出　保険税必要額 - - - 1,715,517 1,692,640 1,672,638 1,648,114 1,647,020 1,648,540

収入　保険税収納額 - - - 1,228,087 1,172,155 1,123,907 1,462,208 1,414,993 1,373,119

　　 法定外繰入金 250,000 250,000 250,000 150,000 150,000 150,000 - - -

　　 基金繰入金 621,971 98,460 37,636 337,430 370,485 398,731 185,906 232,027 275,421

収支 - - - 0 0 0 0 0 0

基金積立金（前年度歳計剰余金） - - - 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000

基金現在高（年度末時点） 1,014,422 1,160,581 1,300,000 1,062,570 792,085 493,354 407,448 275,421 100,000

84,770 128,814 89,348

現行のままで見込める
保険税収入
Ｒ03-Ｒ05

基金繰入金及び法定外繰入金が
なかった場合

Ｒ03-Ｒ05

改正案
Ｒ03-Ｒ05

- 52% 5%

- 0 1,106,646

1.05 1.36

- 0 450,000

84,770 89,348

89,348 121,375
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